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１．はじめに
　特許法においては、平成27年に職務発明制度につ
いての法改正があった１。この法改正は、特許を受
ける権利について、選択的な使用者原始帰属制度が
採用されたことを軸とし、加えていくつかの法文の
修正がなされている。
　この法改正については、立案時には審議会２にお
いて、また、国会での立法時には国会３その他にお

いて各種議論がなされているとともに、立法直後に
は立案者その他による各種解釈論が提示されるなど
している４。
　そこで、本稿でも、職務発明制度平成27年改正と
その後の解釈論等について、検討していきたいと考
えるところである。

２．改正の内容と立法趣旨について	
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　それでは、まず、今回の法改正について、改正の
内容や立法趣旨や立法事実についてまずみていくこ
ととする。次のとおりとなっている。
（１）権利帰属のあり方の修正

改正の第一として、権利帰属のあり方の修正が
なされている。これを実現する条文として特許法
35条３項が追加されている。同規定は、従業者等
がした職務発明については、契約、勤務規則その
他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受
ける権利を取得させることを定めたときは、その
特許を受ける権利は、その発生した時から当該使
用者等に帰属する旨を定める。

この規定の趣旨としては、企業どうしの共同研
究において共有に係る特許を受ける権利が使用者
へ承継される際の同意を得ることの複雑さの問題、
及び、従業者から使用者への予約承継の場面な
どで、二重譲渡を行った場合の帰属問題を解決し、
職務発明の特許を受ける権利の帰属の不安定性へ
の対応を行う趣旨であることが説明されている５。

（２）「相当の対価」の文言の修正
改正の第二として、改正前特許法35条３項を４

項に移動したうえで、従前の「相当の対価」の文
言を、「相当の金銭その他の経済上の利益」または

「相当の利益」と変更した。これは、使用者に特許
を受ける権利を帰属させた場合の利益は、金銭に
限定せず金銭以外の経済上の利益を与えることも
含まれるようにしたものだとされている６。

（３）経済産業大臣が指針を定めて公表する旨の規定
改正前35条４項（改正後５項）の考慮要素を明

確化するためだとして７、経済産業大臣が指針を
定めて公表する旨の規定を追加した。これは35条
６項に追加されている。結果、従来の特許法35条
５項がいう不合理性がある場合等の対価の算定方
法の条文は35条７項に移動した。

３．改正の前提となった立法事実、そして立
法の趣旨について

　それでは、平成27年法改正について、その前提と
なった立法事実についてみていくこととしたい。
（１）特許を受ける権利が共有に係る場合の職務発
明の承継について

特許法33条３項は、特許を受ける権利が共有に
係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得
なければ、その持分を譲渡することができない旨
を定める。

これに対して立案者らは、共同研究などの場面
で特許を受ける権利が共有となった場合に、自社
の発明者については予約承継する旨を定めていて
も、共同研究に係る他社の従業者等の同意を得な
ければ、自社への持分を承継できないことになり、
その旨を問題視していた旨をいう８。この点、「企
業と、大学や研究機関等との共同研究は増加傾向
にあり、また、共同研究の途中で新たな従業者等
が共同研究に参加するなど異動が発生する場合に
は、権利の承継に係る手続がより複雑化する」と
し９、大きな問題であった旨をいう。

（２）職務発明に係る特許を受ける権利の予約承継
後の二重譲渡について

特許法34条１項は、特許出願前における特許を
受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をし
なければ、第三者に対抗することができない旨を
定める。

これに対して、特許を受ける権利を使用者が従
業者から予約承継しても、当該従業者がこれを第
三者に二重譲渡すれば、当該使用者の出願が第三
者の出願よりも遅れた場合、当該使用者は当該第
三者に劣後してしまう場合がある。立案者は、こ
の場合に、当該使用者等は特許権を取得できない
ことになり、この点が問題であったというのであ
る10。よって、「使用者等の知的財産戦略に支障を
生じ得るため、制度の見直しが必要である」とい
う11。

（３）「相当の対価」の在り方に対する多様なニーズ
立案者は次のような問題点をいう12。すなわち、

職務発明に係る特許を受ける権利の譲渡に対する
反対給付として、金銭のみならず、ストックオプ
ションや留学の機会の付与といった金銭以外も含
めた経済的利益を与えたいというニーズがあった
という。そしてこのニーズは、使用者側、従業者
側双方からあったという。これに対して、改正
前の「相当の対価」は金銭給付のみが対象であり、
上記に対応できなかった旨をいう。


